
平成25年７月22日

大臣官房運輸安全監理官室

第２回運輸安全マネジメント普及・啓発推進協議会の開催について

運輸安全マネジメント制度は、従来の安全規制及び監査に加えて、運輸事業者が経営ト

ップの主体的な関与の下で現場を含む組織が一丸となって安全管理体制の構築・改善に主

体的に取り組み、国がその取り組みを評価・助言することで輸送の安全性を継続的に向上

させる制度として、平成18年に導入されました。

大手・中堅事業者については取り組みが定着し、一定の効果も挙がっていますが、中小

事業者については運輸安全マネジメントに取り組む意義に関する理解が深く浸透しておら

ず、取り組みの実施率も低い状況にあります。

「運輸安全マネジメント普及・啓発推進協議会」は、このような状況を踏まえ、民間の

リスクマネジメント会社、運輸関係団体、国土交通省等が連携して、中小事業者に対する

運輸安全マネジメントの一層の普及・啓発を推進するため、昨年（平成24年）５月に設立、

第１回協議会が開催されました。

このたび、民間の活力とノウハウを活用して貸切バス等の中小自動車運送事業者に対す

る運輸安全マネジメントのさらなる浸透・定着を図るため、民間機関等が国土交通省の認

定を受けて運輸安全マネジメントセミナー等を実施する仕組みが導入されることとなり、

これを踏まえて第２回運輸安全マネジメント普及・啓発推進協議会が開催されますので、

お知らせします。詳細は協議会事務局の発表資料（別添）をご覧下さい。
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